石井町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付の流れ
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❶　石井町役場へ事前確認を行う（補助可能頭数の確認）



　
◎補助金申請期間内に、福祉生活課生活対策係まで事前確認をお願いします。
※その時点での補助可能頭数をお知らせします。【先着順になります】

❷　飼い主のいない猫を捕獲し、実施期間内に県内の動物
病院で手術を受けさせる
を受けさせる



【注意】手術のために捕獲する猫を、飼い猫と取り違えることのないよう十分に注意してください！



◎飼い主のいない猫の捕獲、輸送、動物病院の手配及び猫を地域へ戻す作業は、
[image: ]申請者等で行っていただきます。申請者が事前に行うこと
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自動的に生成された説明][image: 食品 が含まれている画像
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自動的に生成された説明]



①生息地で[image: ]捕獲　　②病院を手配し手術をしてもらう　　　③元の生息地へ戻す
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❸　手術後に補助金の申請・請求を行う


【注意】補助金額は１頭につき上限１０､０００円で、
超えた金額分は自己負担となります！


◎必要な書類（役場へ提出）
　（1）補助金交付申請書（様式第１号）
　　【必要添付書類】
　　・動物病院発行の領収書及び請求書内訳書の写し
　　・耳のⅤ字カット前とⅤ字カット後を撮影したカラー写真
[image: ランプ が含まれている画像

自動的に生成された説明]（2）補助金交付請求書（様式第４号）

[image: ]❹　補助金の交付を決定し、補助金を支給




　◎申請・請求後に審査後を行い、交付が決定されると補助金を指定の口座に
振り込みます。
◎請求書受領から補助金交付までは３～４週間程度のお時間をいただきます。
緑色：申請者側が行うこと

お問い合わせ
石井町役場福祉生活課　生活対策係
088-674-1116



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青色：役場側が行うこと


image3.png
Vo





image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png
Dt




image9.png




image10.png




image1.png




image2.png




